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借地借家法 建物の賃貸借 管業 H30-42-4 ≪#423≫ 

【問】 正誤をつけよ。 
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【答え】 誤り 

 

≪ポイント≫ 建物の賃貸借 

ᴾ ͈ܼඥỉᙹܭỊẆ一時使用のために建物の賃貸借をしたことが明らかな場合ỆỊẆ適用し

ない。 ί͈ẉඥ ᵒᵎ வὸᴾ
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ᴾ ḷᴾ 「一時使用のために建物の賃貸借をしたことが明らかな場合」以外の建物の賃貸借Ệ

ỊẆ借地借家法の規定が適用される（使用目的は問わない）ᴾ
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